
 

産前産後支援ヘルパーの対象拡大について 

 

１ 背景 

○区の産前産後支援ヘルパーは、令和２年度に対象を拡大し、利用は年々増加傾向にある。 

○東京都は、本事業を補助対象とする家事・育児サポーター派遣事業について、令和７年

度より利用上限時間を拡充する。（補助率１０／１０） 

 

２ 変更内容 

単胎世帯向けの内容について、下記のとおり変更する。 

（１）利用期間の拡大 

変更前 変更後 

産前１か月前から 

産後１年未満まで 

①母子健康手帳取得時から産後１年未満まで 

②産後１年から２年未満まで 

③産後２年から３年未満まで 

（２）利用上限時間の拡大 

変更前 変更後 

期間を通じて 60時間 

ただし、出生時に３歳未満のきょう

だいがいる場合は、180時間 

①母子健康手帳取得時から産後１年未満まで：96時間 

②産後１年から産後２年未満まで：96時間 

③産後２年から産後３年未満まで：96時間 

（最大 288時間） 

 

３ 既決定者への対応 

（１）出生時に３歳未満のきょうだいがいる場合 

  産後１年未満の期間までは、１８０時間分の利用を可能とする。 

（２）それ以外の場合 

産後１年未満の期間において、６０時間以上の利用を希望する場合は、令和７年４月１

日以降、変更申請により、９６時間分の利用を可能とする。 

 

４ 予算額（案） 

歳入  １１，２７６千円 

歳出  １１，２７６千円 

 

５ 今後の予定 

 委員会報告後  事業周知 

 令和７年４月１日  利用期間及び利用上限時間の拡大 

令 和 ７ 年 ２ 月 １ ７ 日 
子育て・若者支援特別委員会資料 
健 康 部 保 健 サ ー ビ ス 課 


